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第13回高砂市上下水道事業審議会 正誤表

正（水道-9） 誤（水道-9）

現行料金 － 10㎥ 26% 4.2
　逓増度が高い水準のため、多量利用者の負
担に依存した料金体系である。

水道料金
算定要領ベース

40% なし 20% 1.0
　逓増度が一定のため、少量利用者への負担
が非常に高い。

パターン① 40% あり 40% 2.9

 固定費配分基準が高いことにより、基本料金が
高くなり、少量利用者の負担が高まるが、その
分、多量利用者の負担が低くなる。

パターン② 40% なし 40% 2.7

 固定費配分基準はパターン①と同じであるが、
基本水量を設定しないことから、パターン①と比
べて少量利用者の負担が高まる。一方で、多量
利用者の負担は低くなる。

パターン③ 30% あり 32% 3.8

 パターン①②より固定費配分基準が低いため、
上記より基本料金の負担が低くなる一方で、従
量料金の単価が高くなる。これにより、多量利用
者の負担が高くなる。

パターン④ 30% なし 32% 3.5

　固定費配分基準はパターン③と同じであるが、
基本水量を設定しないことから、パターン③と比
べて少量利用者の負担が高まる。一方で、多量
利用者の負担は低くなる。

説　明
基本料金
収入割合

基本水量名称
固定費

配分基準
逓増度

現行料金 － 10㎥ 26% 4.2
　逓増度が高い水準のため、多量利用者の負
担に依存した料金体系である。

（参考）水道料金
算定要領ベース

40% なし 20% 1.0
　逓増度が一定のため、少量利用者への負担
が非常に高い。

パターン① 40% あり 40% 2.9

 固定費配分基準が高いことにより、基本料金が
高くなり、少量利用者の負担が高まるが、その
分、多量利用者の負担が低くなる。

パターン② 40% なし 40% 2.7

 固定費配分基準はパターン①と同じであるが、
基本水量を設定しないことから、パターン①と比
べて少量利用者の負担が高まる。一方で、多量
利用者の負担は低くなる。

パターン③ 30% あり 32% 3.7

 パターン①②より固定費配分基準が低いため、
上記より基本料金の負担が低くなる一方で、従
量料金の単価が高くなる。これにより、多量利用
者の負担が高くなる。

パターン④ 30% なし 32% 3.4

　固定費配分基準はパターン③と同じであるが、
基本水量を設定しないことから、パターン③と比
べて少量利用者の負担が高まる。一方で、多量
利用者の負担は低くなる。

説　明名称
固定費

配分基準
基本水量

基本料金
収入割合

逓増度
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正（水道-11）

誤（水道-11）

（参考） 追記


